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研究成果の概要（和文）：立地適正化計画における居住誘導区域の指定手法について、制度開始当初は、現状の
土地利用や規制の追認による区域指定に留まっている等の課題を明らかにした。さらに、既存の住宅市街地基
盤、公共施設や公営住宅、災害ハザードエリア等、建築・都市計画関連政策との整合性が図られていない点も指
摘し、これらの計画等との整合性を図る手法を明らかにした。
加えて、災害ハザードエリアを根拠とする居住誘導区域指定を行った際の市街地集約効果の検証について行っ
た。その結果、居住誘導区域を過大に指定した都市では、居住誘導区域白地のみならず、市街化調整区域の開発
抑制を行わなければ、集約効果が発揮されないことを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Regarding the method of designating residential induction areas in the 
location optimization plan, this study clarified issues such as the fact that, at the beginning of 
the system, zones were only designated by following the current land use and regulations. It also 
pointed out the lack of consistency with existing policies related to architectural and urban 
planning, including existing residential urban infrastructure, public facilities, public housing, 
and disaster hazard areas, and clarified methods to achieve consistency with these plans.
In addition, this study examined the effects of urban consolidation when residential induction areas
 are designated on the basis of disaster hazard areas. As a result, it was clarified that in cities 
with excessively designated residential induction areas, the intensification effect will not be 
realized unless the development of not only outside residential induction areas but also 
urbanization control zones is suppressed.

研究分野： 都市計画・建築計画

キーワード： 立地適正化計画　居住誘導区域　都市機能誘導区域　コンパクトシティ

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
多極集約型のメリハリのある都市の姿の設計図となる立地適正化計画において、住宅エリアの範囲を決める居住
誘導区域の決め方は、一定のルールの中で市町村の裁量に任されている。本研究では、空き家・空き地が目立つ
ようになった既成市街地の再生の手法、既存の住宅団地や公営住宅などの住宅インフラの活用、公共施設の再編
と連携した市街地の集約、災害リスクのあるエリアの避け方など、自治体の都市計画担当者の業務の参考となる
知見を明らかにした。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
 人口減少と少子高齢化が進む日本において、地方自治体によるコンパクトな市街地づくりを
国の政策として支援することが求められるようになった。その柱となる政策の一つとして、2014
年 8 月に改正都市再生特別措置法が施行し、立地適正化計画が制度化された。研究開始当初の
2018 年 5 月時点で 161 の自治体で立地適正化計画の策定していた。 
 立地適正化計画の課題については、制度運開始前に線引き制度等の既存都市計画との整合性
や、広域調整の仕組みの必要性を指摘されていた。これに加え、研究代表者は、制度運用開始後
の課題として居住誘導区域のエリア選定の難しさを指摘していた。具体には、策定済自治体の内、
37 の自治体では都市機能誘導区域のみしか指定されておらず、居住誘導区域の指定に遅れが生
じていることを問題点として挙げていた。 
 この課題に対して、国土交通省からも手引きや Q&A 等の資料が発表されており、居住に適さ
ないエリア（市街化調整区域、工業系用途地域、災害危険地域等）について提示している。しか
し、居住を誘導すべきエリアについては人口集積、交通施設、各種都市機能等の目安が示される
のみで具体の数値基準については各自治体に委ねられている。自治体の独自性を反映させられ
る利点がある反面、住民の同意を得られる客観性のあるエリア選定が求められる。そのため、居
住誘導区域の指定手法に関する学術的な知見を蓄積することは、今後、立地適正化計画を策定す
る自治体の一助となると考えた。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、コンパクトな市街地づくりを目指す自治体の立地適正化計画の策定支援のため、
喫緊の課題となっている居住誘導区域の指定手法と区域指定の効果について明らかにすること
を目的としている。具体には、全国の立地適正化計画策定済み自治体を対象に、自治体の特徴（立
地、面積、人口、合併等による成り立ち）による分類を行い、都市機能誘導区域及び居住誘導区
域の指定方針や具体の基準（数値や地物等による明確な基準）を整理する。さらに、居住誘導区
域指定後 3 年程度を経た自治体に焦点を絞り、指定前後の居住誘導区域内外の人口動態・土地
利用変化・建築動向等を比較し、区域指定の影響について考察する。加えて、調査協力が得られ
た自治体において居住誘導区域指定が住宅の立地選択にどのような影響を与えたかを考察する。
以上より、居住誘導区域の指定手法のモデル化と、区域指定の市街地集約に対する効果について
明らかにすることを目的とする。 
 本研究では、先行研究により明らかにした居住誘導区域指定に各自治体が苦慮しているとい
う課題に対しアプローチを試みる。特に線引き自治体にとっては、市街化区域内の居住誘導区域
から外れたエリアの急激な環境変化を緩和する都市計画的対応が求められる。そのため、誘導区
域指定の影響や市街地集約効果を明らかにすることは、誘導区域外の都市計画を考える上でも
学術的独自性・創造性が高いと考えられる。 
 
３．研究の方法 
 研究の前半では、立地適正化計画策定済自治体を立地、面積、人口、合併による成り立ち等の
特徴から分類を行い、特に居住誘導区域の指定方針と具体の基準について整理を行う。指定方針
は、「都市機能誘導区域との関係」、「人口密度」、「交通施設」、「各種災害危険度」等、国土交通
省の作成した手引きに示された項目に添って内容を整理する。さらに、居住誘導区域指定後 3 年
程度（概ね 2018 年度末までに立地適性計画を策定完了）を経た自治体に焦点を絞り、居住誘導
区域指定前後における誘導区域内外の人口動態・土地利用変化・建築動向等を比較し、区域指定
の影響について考察する。特に線引き自治体については、区域区分との関係についても注目し、
「市街化区域内の居住誘導区域」「市街化区域内の非居住誘導区域」「市街化調整区域」のそれぞ
れについて影響を考察し、市街地集約や集約対象外地域の急激な環境変化の緩和措置等の都市
計画的対応につながる知見を得る。 
 後半では、調査した自治体の中から調査協力が得られた自治体を対象に、開発許可申請書や建
築確認申請書等を資料とし、戸建住宅や集合住宅を新築の新築数等を調査する。具体には、居住
誘導区域内の開発行為や建築行為については、どのような誘導政策がインセンティブとして働
いたかを明らかにする。反対に居住誘導区域外の行為については、届出が必要となる場合もある
が、なぜ立地として選択したかを明らかにする。 
 上記の結果を元に、自治体の地域特性に応じた居住誘導区域の指定手法のモデルを提案する。
さらに、区域指定による建築動向の変化や建築主の立地選択意識への影響を総括することで、区
域指定の市街地集約に対する効果についても検証する。なお、研究成果は、今後立地適正化計画
を検討する自治体で参考としやすい資料として公表する。 
 
４．研究成果 
(1) 居住誘導区域指定の手法の整理 
 立地適正化計画策定済みの自治体を対象に、居住誘導区域指定の条件を整理し、指定時に災害
危険性を有する区域の取り扱い等を明らかにした。その結果、一部の低密市街化区域を有する都
市では、駅や主要幹線道路の結節点等を都市機能誘導区域とする限定した居住誘導区域を指定
していた。しかし、多くの都市の現状は、用途指定における工業地域や工業専用地域、市街化区



域内のまとまった農地や都市計画法で定める生産緑地地区などの優良農地、建築基準法で指定
する災害危険区域、災害ハザードエリアの中でも災害レッドゾーンと呼ばれる各種特別警戒区
域など、現時点で住宅が立地していない、あるいは立地できない地域を指定していることが明ら
かとなった。これらのことから、既存の立地適正化計画を改めて検証し、災害ハザードエリアの
イエローゾーンの内、より危険性の高い地域と居住誘導区域の関係や、公共施設や既存の住宅基
盤施設と居住誘導区域の関係を整理し、先進地域における計画手法を整理することとした。 
 
(2) 災害ハザードエリアの取り扱いに関する知見 
 水防法による洪水浸水想定区域の取り扱いについて、自治体の判断に委ねられている実態が
明らかになった。都市再生特別措置法改正等の国の対応として、立地適正化の居住誘導区域指定
について、浸水想定区域の取り扱いについて明記することを、法や指針で定める必要がある。さ
らに、2020 年 9 月の都市再生法の一部の改正により、立地適正化の作成に防災指針が盛り込ま
れたが、数値基準等の明確な除外基準がないため、この点も詳細にすべきである。また、垂直避
難が困難な「家屋倒壊等氾濫想定区域」についても、その危険性により除外するように定めるべ
きである。 
 さらに、浸水割合や最大浸水深をもとに、取り扱い分類との関連分析を実施した。この分析よ
り浸水割合の小さい都市では、浸水想定区域をすべて除外している都市がみられた。しかしなが
ら浸水割合が大きい都市や、最大浸水深も高い都市では、基準浸水深以上を除外する都市やソフ
ト防災対策実施を条件に浸水想定区域を居住誘導区域に含める傾向がみられた。以上のことか
ら, 浸水面積や最大浸水深が小さい自治体は浸水想定区域をできるだけ除外し、浸水面積や最
大浸水深が大きい自治体は、防災対策を併用しながら基準浸水深を設けてできるだけ除外され
るよう、各自治体で検討されることが望ましい。 
 
(3) 公共施設や住宅基盤施設の取り扱いに関する知見 
 既存の住宅団地を立地適正化計画に反映する手法を整理するため、近年の住宅団地が抱える
諸問題と併せて、立地適正化により住宅団地を計画的管理する方策について明らかにた。その結
果、大規模住宅団地は居住誘導区域に指定する等その取り扱いを明確にし、団地としての一体的
な方針を位置付けるよう、立地適正化制度の中での仕組みづくりが必要である。多くの自治体で
は住宅団地を居住誘導区域に含んでいるが、住宅団地内の居誘不適地域が居住誘導区域から除
外されたケースや、公共交通等の立地条件に当たらなかったため除外されたケースの存在が明
らかとなった。また居住誘導区域外の方針は、住環境の維持が明記されている傾向にある。 
 さらに、独自区域は一般的に、居住誘導区域に含めることができないが維持したい地域や、生
活利便性等を確保したい地域に指定され、同様の理由で住宅団地に焦点を絞った独自区域もみ
られた。積極的な維持は目指さないものの、住民の意見を聞きながら適宜対応していく、住民対
話型の独自区域の存在が明らかとなり、人口減少下において住宅団地を計画的に管理する方策
の一つである。 
 同様に、公営住等宅寿命化計画（以下、長寿命化計画）の策定が進められていることから、公
営住宅の立地誘導に関する方針や施策について調査を行った。さらに、先行自治体における計画
手法等を分析することで、今後の立地適正化計画を用いた公営住宅の立地誘導に関する以下の
知見を得た。 
 多くの都市で、団地の立地が居住誘導区域内外であるかを基準に、集約、再編、廃止の手法を
使い分け立地誘導を図っていた。また、長寿命化計画策定の際、団地敷地の立地環境の判断基準
に、居住誘導区域を用いていた。さらに大規模団地かつ交通利便性の高いエリアの住宅団地につ
いては、区域指定の際に居住誘導区域に編入していた。そして、行政区域全体が立地適正化計画
の範囲となっていない都市については、住宅団地の立地バランスを考慮し、都市マスを援用した
独自区域を設け、居住誘導区域外においても立地誘導を図っていた。今後、各自治体の都市マス、
立地適正化計画、長寿命化計画の改定の際に、これらの知見を踏まえ、公営住宅の立地誘導が望
まれる。 
 
(4) 立地適正化計画における居住誘導効果の検証 
 居住誘導効果の検証として、災害イエローゾーンに対して積極的に土地利用規制を行うこと
で、建築物の立地誘導による防災なまちづくりにどの程度寄与できるか試算を行った。2019 年
6 月に立地適正化計画を定めた徳島市を対象に、2019 年度の建築確認申請・建築計画概要書の住
所データを用いて新築住宅の位置情報を把握した。さらに、市街化区域における居住誘導区域と
居住誘導区域白地、市街化調整区域の 3区分に整理し、新築住宅の立地分布や動向を把握した。
判定には、洪水イエローゾーン指定の目安として、浸水想定区域（計画規模）の浸水深予測値を
用いて、一般的な 2 階建木造住宅が倒壊する危険性の高まる浸水深 2m と、2 階天井高付近まで
水位が達する垂直避難困難な浸水深 5m を閾値とし、立地件数の集計を行った。 
 徳島市の特徴として、市街化区域と重複する浸水想定区域の内、浸水深 2m 以上となるエリア



は 1 割程度であり、洪水ハザードに対
しては比較的良好な環境である。しか
し、居住誘導区域に立地する新築住宅
の 1割強は、浸水深 2m以上 5m 未満(以
下、2〜5m)のエリアに立地しており、
計画とハザードに齟齬が見られる。一
方で、居住誘導区域白地は、市街化区
域から主に土砂災害特別警戒区域や工
業専用地域等を除いた、元来、居住に
適さないエリアとなっている。また、
市街化調整区域は市南西部の丘陵地や
市北部を流れる一級河川の吉野川周辺
エリアとなっている。そのため、市街
化区域と比較し、洪水ハザードエリア
との重複が大きい居住誘導区域白地や
市街化調整区域では、浸水深 2〜5m の
エリアに新築住宅が立地する割合が高
くなっている。 
 以上より、徳島市では浸水想定区域
の範囲や新築住宅の立地件数から判断
すると、浸水想定区域の浸水深が 2m以
上となるエリアに洪水イエローゾーン
を指定することも十分可能であると考
えられる。その上で、居住誘導区域と
洪水イエローゾーンが重複するエリア
については、居住誘導区域指定を除外
することが望まれる。さらに条例等に
より、居住誘導区域白地と洪水イエロ
ーゾーンが重複するエリアについては
居住調整区域指定し開発・建築行為を抑制する、市街化調整区域と洪水イエローゾーンが重複す
るエリアについては開発・建築行為を禁止するといった土地利用規制が望まれる。 
 
(5) まとめ 
 本論の前半では、災害リスクを考慮した居住地配置に関して議論した。居住地を誘導すべき区
域については、市街地集約の観点からも、市街化区域や居住誘導区域に対しては、災害ハザード
エリア指定しないという原則を徹底することが重要である。また居住地から除外すべき区域に
ついては、市街化調整区域や居住誘導区域白地に対し、これと重複する災害ハザードエリアに、
積極的に災害危険区域や居住調整区域等を指定し、法令等による強制力を伴う土地利用規制を
行うことが重要である。 
 また、既存の公共施設や住宅基盤施設を活用した居住誘導に関しては、新住宅市街地開発事業
や都市区画整理事業等で整備された住宅団地について、立地適正化計画において居住誘導区域
に含めるか否か、含めない場合においても継続居住を担保したい場合等には独自区域を設ける
等の計画が重要であることを明らかにした。さらに、公営住宅に関しては、現時点では別の計画
となっている公共施設等総合管理計画や公営住等宅寿命化計画と立地適正化計画の連携等、関
連する計画との整合性をはかることが重要であることも明らかとなった。 
 さらに、後半では徳島市の新築住宅の位置情報と浸水想定区域のデータを用いた立地特性に
ついて分析を行い、洪水イエローゾーンへの条例等による土地利用規制を提案した。本ケースス
タディーはあくまでも、居住地から災害ハザードエリアを除外する方法論を示したものであり、
大規模河川が流れる自治体では、市街化区域等の大部分が浸水想定区域に指定されている所も
存在する。そのような自治体については、市街化調整区域や居住誘導区域白地の高台等に造成さ
れた郊外住宅団地等の既存土地インフラも活用できるよう、都市計画マスタープランや立地適
正化計画の見直しにより土地利用の整合性を図る等の措置が考えられる。 

 
図 徳島市の浸水想定区域(計画規模) 
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